
　＜売買差額返還請求事務手続き＞

①売買用Ｗｅｂサイト利用届出書（押印の上、郵送）

及び製造工場届出書（Ｗｅｂ作成）

以下書類はWebサイトからアップロード

　・砂糖の含有量が把握できる第三者機関の発行

　　する分析表（正本）

　・製造工程表

　・配合比率表　等

②ログインID通知書

 ④輸出申告 ※1

⑤輸出許可等　

⑥輸出貨物の製造及び輸出完了報告

（Web作成）

以下書類はWebサイトからアップロード

　・輸出許可通知書（写し）

　・インボイスまたはパッキングリスト（写し）

　・その他 ※2

　　

⑦売買差額返還請求

（Web作成）

以下書類はWebサイトからアップロード

　・譲渡証明書（正本、精製糖会社が証明したもの）

⑧売買差額返還

※1 製品を他者が輸出申告等手続きを ③原料品の納品

した場合、権利、取引関係の分かる    （売買返還請求権の譲渡）

書類の提出（※2と一括）    「譲渡証明書」（別紙第15号様式）

   [グラニュ糖以外の場合]製品分析表(製品糖度の明記)

※2 書類提出は一括

　＜留意事項＞

（原料品(グラニュ糖等)の製造）

〇　売買差額の返還請求について

　砂糖を主要な原料として製造された菓子等を輸出した際に、当該使用した砂糖の売買契約に基づく調整金を、返還請求することができ
ます。
　ただし、請求権は機構と売買契約をした者（精製糖会社等）の当該契約に係る輸入許可がされた日から５年以内に限って行うものと
なっています。

税　　関 製菓会社等 農畜産業振興機構

（菓子等の製造） （書類審査）

精製糖会社
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